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諮   問   書 

 

令和５年５月12日、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築 

するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、出産する国民

健康保険被保険者について、産前産後期間相当分の保険料を免除する 

制度が創設され、令和６年１月１日から施行されることとなりました。 

本市においても、この新たに創設されました産前産後の被保険者に 

係る保険料の減額賦課について、令和６年１月１日から導入したいと 

考えております。 

以上のことから、国民健康保険料の賦課に係る下記の事項について 

ご答申を賜りたく、貴会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

産前産後保険料免除について 


